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平成 30 年度地活協補助金申請・

平成 29 年度地活協補助金の実績報告の準備をしましょう！

平成 30 年度補助金申請、
平成 29 年度実績報告をお手伝いします！

　平成 30 年度地域活動協議会の補助金の申請にかかる必要書類の提出は、2 月 20 日（火）までとなっています。補助金

の申請にあたって、事業計画・予算を作成し、運営委員会での承認が必要となります。

　また、平成 29 年度地域活動協議会の補助金実績報告にかかる必要書類の提出は、4 月 10 日（火）までとなっています。

　スケジュールや必要な書類については、下記をご覧ください。

２月

３月

４月

５月

領収書整理
決算のとりまとめ

交付決定通知
平成 30年度事業の開始

運営委員会で議決
（実績報告及び決算、監査報告）

運営委員会で議決（補助金申請）

監査の実施

補助金実績報告書を区役所に提出
4月 10日（火）〆切り

平成30年度補助金申請書を区役所に提出
2月 20日（火）〆切り

実績報告書・収支決算書（右側への記入）

領収書の写し

チラシ・ポスターなどの周知資料や配布資料

効果測定確認資料（アンケート等） 

その他（事務員出勤簿・活動日誌、
　　　  食サ事業実施報告書など）

平成29年度実績報告に必要な資料

活動を示す写真

▼ 平成30年度補助金申請・29年度補助金実績報告のスケジュール

　平成30年度補助金申請　　  平成29年度補助金実績報告

　「会計監査」と「業務執行の監査」を実施する必要があります！

※「会計監査」では、会計帳簿や決算書、通帳、領収書などを確認し、書類
   にミスがないかや残高の確認などを行います。
※財産を適切に管理するため、現金や備品の管理ができているか財産目録
   や備品台帳を活用して確認します。
※「業務執行の監査」では、議事録などの書類を確認し、運営委員会などの  
   会議や各事業、事業の広報、住民から収集した個人情報の管理や配慮な
   どが、規約や法令に基づいて適正に行われているか、地域住民が議事録
   や事業計画、会計に係る書類などを閲覧可能な状態かなどを確認します。

備品台帳や財産目録の

フォーマットを活用して、

管理してください。 ▲財産目録

▼備品台帳

▼業務執行監査結果

（チェックシート）

　平成 30 年度の地域活動協議会の事業に向けた補助金の

申請、平成 29 年度実績報告書の作成、監査のポイントなど、

お困りのことがありましたら、お気軽に中央区まちづくり

センターまでご相談ください。

▼監査報告書　

役員のチェック欄等

が追加になりました。

財 産 目 録



〈 平成 30 年度地活協補助金申請・報告書類作成のポイント 〉 

 
「会計事務の標準化」を目的に、平成 30 年度大阪市中央区地域活動協議会補助金の様式が変更となりました。

それに伴う変更点や注意点をまとめました。 
 

① 補助対象となる活動分野の変更 

 

 

 

 

 

 

 
 

※○印は区長が指定する 3分野（補助金の交付を受けるためには、活動を実施する必要があります） 
 

② 別紙 2の様式変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 別紙 3の様式変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今までは、補助金収入額とその他の収入の両

方を記入して予算の組み立てをしていました

が、新様式では、補助金以外の収入のみの記

載と変更になりました。 

※そのため、新様式では収入合計と支出合計は

同額になりません。 

※例年同様、補助金収入額を記入して予算の組

み立てを検討することをオススメします。 

 

 経費項目が「報酬」「報償費」「啓

発物品等」「備品購入費」「図書購

入費」「食糧費」「委託料」「その他

経費」の 8項目となりました。 

※詳細や、各経費区分の注意点は別

紙をご覧ください。 

※積算根拠を内容欄に記載してく

ださい。 

ア．防犯 
イ．子ども・青少年 
ウ．福祉 
エ．健康 
オ．環境 
カ．文化・スポーツ 
 

 

 補助金以外の収入を記載して

ください。 

※会費がある場合、備考欄に 

＠●●円×●人と内訳の記載

が必要です。 

※売上げも収入の欄に記載して

ください。 

ア．防犯 
イ．子ども・青少年 
ウ．福祉 
エ．健康 
オ．環境 
カ．文化・スポーツ 
キ．地域コミュニティ 

 

 以前の「キ．地域コミ

ュニティ」の項目は、

関連すると思われる

ア～カの他の項目へ

移動させてください。 

平成 29 年度まで 平成 30 年度から 

 

 全事業で事業効果の検証が必要となりました。 

 予算申請の際は、事業効果の検証方法（目標など）を

記入してください。 

例：参加者にアンケートを実施し、満足度○○％以上を

めざす。新たな参加者を増やすことを目標にする。

など 



 

④ 領収書の貼り付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 支出内訳一覧表の変更・収入内訳一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ポイントカード、クレジットカードの使用は控えて

ください。（ポイントが個人給付となるため） 

 インターネットで購入される場合は、クレジットカー

ドを使用せず、代金引換か銀行振込でお願いします。 

 領収書やレシートで内訳（＠単価×個数）がわからない場合

は、 

内訳を記入してください。 

 領収書の他に内訳のわかるレシートや納品書などがあれば

一緒に添付してください。 

 単価の根拠が必要ですので、内訳欄に容量（●枚入り、●

個入り、●リットル入り、●グラム入り等）の記入をして

ください。 

 感熱紙のレシートは、時間が経つと文字が消えてしまいま

すので、早めにコピーを取ってください。 

 異なる経費区分の領収書は、同じ領収書貼付台帳に添付し

ないようにしてください。 

 
 経費区分の変更に伴い、用紙が変更されています。 

 記入項目が減り（日付、支出先が削除）、簡素化。 

 レシートの場合、宛名を記入しなくてもよくなりま

した。（H29 年度は必要です） 

 レシートへの加筆は控えてください。（改ざんとな

ってしまいます） 

 内訳等は、裏面や別紙に記入してください。 

 レシートの場合、領収印は必要ありません。 

※レシートの場合でも「印」と記載されている場合は、

領収書扱いとなり、宛名の記入と捺印が必要です。 

△△ストア
℡06-0002-0200

領 収 書

○○地域活動協議会 様

￥2,890－
（消費税等 214円を含みます）
但し、コピー代金として

発行日：平成29年5月21日

パターンＡ 

パターンＢ 

（レシート） 

 

 記入項目が減り（支出先が

削除）、簡素化。 

 収入内訳一覧表が新しく追

加されました。 

※内訳は、レシート、領収書貼り付け台帳の 

内訳欄、支出内訳一覧表のいずれかで確認が

できれば OK です。 

パターンＡ 

㊞ 



 

〈 その他の注意点 〉 

 

① 事業期間について 

 別紙 2に記載の事業期間外の支出は、認められません。 

 反省会、片付けなども含めて、別紙 2に記載の事業期間中に実施してください。 

 4 月初旬実施の花見など、翌年度事業の準備が今年度中に必要な場合は、新たに準備事業として設定を

検討してください。 

 

② 食糧費について 

 ふれあい喫茶などで、食糧費に関しては一人あたりの単価の記載が必要です。「＠○○×○人分」と記載し

てください。 

 平成 30 年度も昨年同様に茶菓代は、1人 150 円（税抜）までが補助対象です。 

 

③ お茶の購入について 

 活動費の事業実施の際のお茶は、事業実施に最低限必要なもののみ補助対象として認められます。 

 基本的に、水・お茶などは参加者に持参していただくようにお願いします。 

 

④ 大阪市市民活動保険について 

 大阪市関連事業（地活協事業）に参加していただくすべての市民ボランティアを対象に、大阪市市民活動

保険に加入しています。ボランティアスタッフは、すでに大阪市市民活動保険に加入されています。 

 

⑤ 金額に基準のある経費 

 食糧費 

茶菓代は 1人 1回あたり 150 円（税抜）まで。 

弁当代は 1人 1回あたり 700 円（税抜）まで。 

 啓発物品等 

1 人 300 円（税抜）まで。※300 円（税抜）超えたら全額補助対象外 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

〈平成 30 年度各経費項目別注意点〉 

 経費区分 活動費補助 運営費補助 

1 報酬  事務員への報酬のうち、1人 1時間あたり大阪府最

低賃金以内の経費（雇用、有償ボランティア等形態

は問わない） 

2 報償費 講師謝礼等（謝礼金の基準は大阪市の講師に係る謝

礼金の取り扱い基準を準用）。ただし、地域活動協議

会の役員及び運営委員に対する謝礼を除く。 

 

講師謝礼等（謝礼金の基準は大阪市の講師に係る謝

礼金の取り扱い基準を準用） 

3 啓発 

物品等 

啓発物品、参加賞等 

（1人 300 円（税抜）まで。ただし、配布することで

活動実施に係る効果が向上するなどの必要性が認め

られるものに限る。） 

 

4 備品 

購入費 

複数年にわたり使用することが見込まれ、リース等

によらず備品を購入したほうが、効率的であると認

められているものの購入経費等（5万円以上） 

設置場所が老人憩いの家、地域集会所なのかによっ

て、全額補助対象とすることができない場合があり

ます。（地域集会所で使用する備品は認められませ

ん。） 

 

机、椅子、パソコン、文書保管庫等購入経費等（た

だし、5万円以上のものとする） 

会館全体に係る備品のうち事務室設置の備品のみ

補助対象となります。 

5 図書 

購入費 

概ね 5,000 円を超える参考図書購入経費。 

ただし、週刊、月刊、年間の図書を除く。 

平成 29 年度より役員及び運営委員でなければ地域内の方に講師謝金の支払いが可能となりました。 

※内訳を記入してください。（例：○月○日、○時～○時、＠単価×時間×人数） 

※備品管理台帳での、管理をお願いします。 

 

【日誌の記入例】 

 会計処理事務 

（会計簿、収入支出金の入金、支払い事務、予算・決算資料の作成） 

 地活協会議等の資料作成事務 

（役員会、定例会、理事会、総会等の資料作成及び準備） 

 広報等の事務 

（回覧板、チラシ、ポスター、広報紙等の作成及び配布、掲示版への掲出、ホームペ

ージ、ブログ資料の作成、掲載作業等） 

 役員等への連絡及び打合せ、地域・団体からの問いあわせ対応 

 老人憩いの家の管理 

 

（○○事業のお手伝い、○○事業の準備片付け は NG） 

※ 最低賃金 909 円（2017 年 9 月 30 日～） 

※ 6 時間以上勤務される場合は休憩時間も記入してください 

 

 

 参加賞は 300 円（税抜）を超えた場合、全

額対象外となります。 

 参加賞は不特定多数の参加者を集める際

に利用するものであり、募集定員が定め

られている時には、認められません。 

 参加人数を記載してください。 

 
新たに

追加！ 



 

6 食糧費 会議の際の茶菓代、事業実施に伴う最小限の弁当代、

茶菓代。 

茶菓代は 1人 1回あたり 150 円（税抜）までとする。 

弁当代は 1人 1食あたり 700 円（税抜）までとする。 

会議用、接待用の茶菓代。 

1 人 1 回あたり 150 円（税抜）までとする。 

7 委託料 

 

事業実施に伴う委託料。 

例：会場設営を委託した時の経費、アトラクションを

委託した時の経費。ただし、事業全体を委託する場合

を除く。 

 

 

 

 

 

運営事務に伴う委託料 

8 その他 

経費 

・資料、文書、チラシ、パンフレット、冊子等の印刷

経費、コピー代。 

※用途の記載、1枚あたりの金額の記入をお願いしま

す。 

・事業実施に必要な材料費、食材費、文房具等事務用

品購入経費等。概ね一年以内に消耗するもの。 

・単体で使用できないもの（ビデオテープ、ＤＶＤ

等）。 

・一個または一組の価格が５万円未満のもの。 

・概ね 5,000 円未満の参考図書購入経費。 

・事業実施に伴う燃料代。 

・郵便料金、電話代、運送費等。 

・市内交通費、市外への旅費、費用弁償等。 

・ゴミ処理手数料、クリーニング代等 

・事業実施に必要な講習会等への参加費。 

 ただし、諸団体の会員として支払う会費は除く。 

・他団体と共同で実施する事業の負担分。 

・備品等の修繕費用等。 

・会場使用料、レンタカー、事務用機器類のリース料

等。 

※会場使用料では、＠単価×時間、使用日、時間の記

入をお願いします。 

・事業実施に伴う電気、ガス、水道代。 

・事業実施に伴う保険料。 

・その他、補助対象経費とすることが適当と市長が認

める経費。 

・会議用文書、地域内新聞、パンフレット等の印刷

経費等、コピー代。 

・コピー用紙、プリンタインク、文房具等事務用品、

概ね 5,000 円未満の参考図書購入経費。 

コンピューターソフト、CD、DVD 等他の機器にセ

ットすることによって機能する物品で、備品とし

て管理することが困難なもの（ただし、５万円未

満とする）。 

・郵便料金、電話代、運送費等。 

・市内交通費、市外への旅費、費用弁償等。 

・不動産登記手数料、証明書発行手数料等。 

・講習会等の参加会費。 

・備品等の修繕費用等。 

・事務所経費等、地域活動協議会の運営に係る会議

等に使用するための会場使用料等。 

・事務所維持運営に伴う電気、ガス、水道代等。 

・各種保険料等。 

※地域集会所の火災保険料などは、光熱水費と同様

に按分が必要となります。 

・収入印紙代等。 

・その他、補助対象経費とすることが適当と市長が

認める経費。 

 

 

 茶菓代 150 円（税抜）、弁当代 700 円（税

抜）を超えて購入しても良いが、差額分は

補助対象外となる。 

 購入個数、参加者数を必ず記載してくだ

さい。 

 

研修事業等で、バスを利用される際、補助対象にできないものが混ざっている

可能性があります。必ず、明細をもらい、各経費区分に振り分けてください。 

●バス代･通行料･駐車料、保険、入場料（事業内容にふさわしい時のみ） 

→その他経費 

●添乗費･乗務員費→委託料 ●弁当→食糧費（税抜 700 円まで）  

●アルコール類→× 

 

「印刷製本費」

「消耗品費」 

「図書購入費」

「通信運搬費」

「旅費交通費」

「手数料」 

「会費」 

「使用料」 

「光熱水費」 

「保険料」 

「公課費」 

「分担金」 

「燃料費」が、 

平成 30 年度より

「その他経費」に

変更。 




